
仕 様 書 

 

１ 件名 

  オリジナルキャラクター着ぐるみ製作業務委託 

 

２ 目的 

  小平・村山・大和衛生組合（以下「衛生組合」という。）のオリジナルキャラクターは、令和

７年１０月から稼働予定の新しいごみ焼却施設などへの理解の促進とごみの減量及び３Ｒの推

進等を図ることを目的に、令和７年４月に誕生した。新たに誕生したオリジナルキャラクター

をイベント等で登場させることにより、衛生組合をより身近に感じてもらうとともに更なるイ

メージアップ等を図ることを目的とする。 

 

３ 業務期間 

  契約を締結した日の翌日から 令和７年１２月２６日まで 

 

４ 納品場所 

  小平市中島町２番１号 小平・村山・大和衛生組合 

 

５ 業務内容 

  オリジナルキャラクターのイラストに基づき、着ぐるみを各１体ずつ（計２体）製作し、納

品すること。 

 (1) 製作要件 

   ① 形式及び色は、別紙１に基づき、できるだけ忠実に再現すること。ただし、キャラクタ

ーのイメージアップ又は動きやすさ等の機能性の向上のために必要なリデザインは可能

とする。 

   ② 手は物が掴めるつくりであること。 

   ③ キャラクターの「えこりん」が手に持っている葉っぱのアイテムについては、別パーツ

にて作成すること。 

   ④ 着ぐるみはエアータイプのものであること 

   ⑤ 着ぐるみの表面は、ボア生地など柔らかく肌触りのよい素材であること。 

   ⑥ 足底は屋外の使用に十分に耐えうるものとすること。 

   ⑦ 動きやすさや安全性に配慮し、長時間の着用に耐えられる作りにすること。 

   ⑧ 型くずれ、破損、汚れのほか、洗浄による色落ちなどができるだけ発生しない素材・型 

を採用し、軽量化にも努めること。 

   ⑨ 素材は，匂いがつきにくい等，できるだけ防臭効果の高いものを使用すること。 

   ⑩ 週に一回程度の着用で５年程度使用できる耐久性とすること。 

   ⑪ 身長１５５～１７５㎝程度の演技者の着用を前提とすること。 

   ⑫ 視界を可能な限り広くし、演技者と周囲の安全に配慮すること。 

   ⑬ のぞき窓は、中からは見えやすく、外からは見えないようにすること。 

   ⑭ 演技者は外部の音が聞こえづらいので、補助者の声が聞こえるように可能な限り聴界の

確保をすること。 



   ⑮ 内部の構造や演技者の体は外部から見えないようにすること。 

   ⑯ 着ぐるみを外から触っても、人の体と分からないようにすること。 

   ⑰ 屋内屋外ともに着用できるよう使用する素材等に配慮すること。 

   ⑱ 専用の収納兼運搬用ケースを用意し、持ち運びが容易にできること。 

 (2) 付属品仕様 

   ① 送風機 

    本体から見えにくい位置に配置し、約１分以内で膨らませることが可能な送風量である

こと。 

   ② バッテリー 

    ・サイズ等：装着者の負担とならないコンパクトかつ軽量なものであること。  

    ・充電時間：４時間程度で残量０％からのフル充電が可能なものであること。 

    ・稼働時間：１個につき９０分以上の稼働が可能であること。 

 (3) 納品物 

   ① 小平・村山・大和衛生組合オリジナルキャラクター着ぐるみ本体 各１体ずつ（計２体） 

   ② 付属品（バッテリー２個・充電器２個・送風機１個又は２個）２セット 

   ③ 収納兼運搬用ケース（軽くて小さく、キャスター付である等、持ち運びが容易なものと

すること。） ２個 

   ④ 取扱説明書等（メンテナンス方法等の記載をすること） １部（電子データを含む） 

   ⑤ 詳細設計図（各部の構造を詳細に示したもの） １式（電子データを含む） 

 

６ 着ぐるみ図面 

  着ぐるみの基本デザインについては、別紙１のとおり 

  ※ キャラクターの正面及び背面のデザインについては、ＡＩデータを提供する予定 

 

７ 製品保証 

  正常な使用状態での破損・故障については，納品日から半年間は無償で修理を行うこと（消

耗品は除く）。 

 

８ 留意事項 

 (1) 本業務の実施に当たり、関係法令、規則等を遵守すること。 

 (2) 製作したデザインなどの情報について、衛生組合の承認を得ずに第三者に漏らしてはなら

ない。 

 (3) 本仕様書に明記なき事項、業務上発生した疑義については、両者協議により業務を進める

ものとする。 

 (4) 受注者は、業務を一括して第三者に委託することはできない。ただし、業務を効率的に行

う上で必要と認めるときは、衛生組合と協議の上、その一部を再委託又は請け負わせること

ができる。 

 (5) 本体を製作する前に製作図面（正面・側面・背面図）やサンプル品などを提示し、衛生組

合職員とイメージあわせを行い、了承を得ること。 

 (6) 本業務に当たり製作した成果物の著作権は、全て衛生組合に帰属する。 


